
妊　娠 出　産 １　歳 ３　歳 小学校入学 小学校卒業
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【 男女共通 】
不妊治療の
ための休暇

【 男女共通 】
保育時間

妊娠中の休息、補食
妊娠中の通勤緩和

【 女性のみ 】
産前休暇

【 女性非常勤職員のみ 】
妊産疾病休暇

【 男性のみ 】
妻の出産に伴う休暇 
育児参加のための休暇

【 女性のみ 】
産後休暇

【 主に男性 】
出生時育児休業

【 男女共通 】
育児休業
（常勤は3歳、非常勤は1歳まで）
育児を行う場合の
所定時間外勤務の免除

【 男女共通 】 育児を行う場合の早出遅出勤務

【 男女共通 】
子の看護休暇
育児短時間休業（常勤のみ）
育児時間
育児を行う場合の深夜及び時間外勤務の制限

【 男女共通 】
介護休暇
介護休業　介護時間
家族介護を行う場合の早出遅出勤務
家族介護を行う場合の深夜及び時間外勤務の制限等

介護を必要とする家族（要介護者）を介護するとき

【 女性のみ 】
妊産婦の危険有害業務の就業制限
妊産婦の深夜勤務、時間外勤務及び休日勤務の制限
妊産婦の保健指導・健康診査
妊（産）婦の業務軽減等

 

妊娠・出産・子育て・介護の支援

　国立病院機構では、法律の規定に基づき、職員の仕事と子育て・介護の両立に取り組むために
一般事業主行動計画を策定すると共に、子育て・介護に関する様々な制度を設けています。

　キャリア形成が中断されることなく、仕事と子育て・介護を両立できるように支援しています。

院内保育所
　多くの病院に院内保育所を設置しています。病院によっては、延長保育や土日保育、24時間保育、病児保育にも対応
しています。

妊娠・出産・子育て・介護の支援制度
　職員が仕事と子育ての両立に悩むことによってキャリア形成が中断されることなく、安心して働き続けられるように様々
な制度を設けています。また、妊娠・出産・子育てだけではなく、介護休暇・介護休業・介護時間等の介護のための制
度も設けています。

主な制度
■ 育児休業（3歳までの子を養育するための休業）
■ 育児短時間休業（小学校入学前の子を養育するための短時間勤務）
■ 妻が出産する場合の休暇（妻の出産に関する入退院の付添いを行うための休暇）
■ 育児参加のための休暇（妻の産前産後休暇期間中の出産に係る子または小学校入学前の子の養育を行うための休暇）
■ 不妊治療のための休暇（不妊治療に係る通院等を行うための休暇）
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